
単品スライド条項　実施フロー

○増額時の実施フロー

単品スライドの請求

様式－１

別紙１ ７日以内

協議開始日の通知

様式－２

協議開始
（原則工期の日の45日前）

様式－３

別紙２

別紙３－１，２，３

別紙４－１，２，３，４【電子】

スライド額の協議 １４日以内

様式－４または様式－５

別紙５

原則

２ヶ月以上

スライド額の決定

様式－６

様式－７

別紙５

（スライド額の通知） 原則

４５日間

下請代金支払状況の報告

様式－８

変更契約

別紙５

別紙４－１，２，３，４

（工期末）

受　注　者

単品スライドの請求

スライド協議開始日の通知

請負代金額変更の請求

スライド額の算定

発　注　者

（協議が整わない場合）

スライド額の協議

スライド額の承諾

スライド額の通知

下請代金支払状況の報告

変更契約締結


